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１．目的 

  この要領は、釜石市放課後児童健全育成事業（以下、「児童クラブ」という。）の運営

管理業務について、実績のある事業者から最新の知識と技術、さらに豊富な経験に基づ

く企画の提案を受けることが可能な公募型プロボーザル方式により、児童クラブの意義

や役割を理解し、より充実したサービスを提供するとともに、児童の健全な育成を図る

ことができる事業者の選定を行う。 

 

２．一般事項 

 (1) 名  称 釜石市放課後児童クラブ運営業務プロポーザル 

 (2) 主 催 者 釜石市 

 (3) 趣  旨 当該業務に係る業務契約候補者の選定に必要な提案書の提出を求める。  

 (4) 選定方法 公募型プロポーザル方式とし、主催者が別に定める審査会で選定する。 

(5) 事 務 局 釜石市 保健福祉部 子ども課   

〒026-0025 岩手県釜石市大渡町 3-15-26 

        TEL    0193-22-5121（担当 樋岡、浦城） 

                FAX    0193-22-6375 

                E-mail  uraki2069@city.kamaishi.iwate.jp 

 (6) 公表方法 本委託事業に関する要領等の資料は、釜石市のホームページからダウン

ロードすること。 

        URL   https://www.city.kamaishi.iwate.jp 

                ※釜石市トップページ → 「組織」 → 「保健福祉部」 

         → 「子ども課」 → 「子ども福祉係」 

 (7) 公表書類 プロポーザル実施要領、仕様書、関係書類 ほか 

 

３．審査・選定 

 業務契約候補者の審査・選定は以下の方法で行う。 

 (1) 選定方法 

    事業者の選考に当たっては、釜石市放課後児童健全育成事業(平田学童育成クラ

ブ)業務委託プロポーザル審査会（以下、「審査会」という。）により業務契約候補者

等を選定する。その後、業務契約候補者と仕様書及び提案書の内容について協議し、

双方合意により当該業務の契約の締結予定者を決定する。 

 (2) 審査方法 

    業務提案書、プレゼンテーション及び見積金額等による総合評価方式 

   ※プロポーザル参加者が１業者である場合においても、上記方式による評価を行う

ものとする。なお、選定の結果、提案が一定の基準に満たないと判断されたときは、

委託予定事業者の選定を行わないこともある。 

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/
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(3) プレゼンテーション要領 

    プレゼンテーションは、次の要領で参加事業者毎ごとに実施する。 

  ① 参加人数 

プレゼンテーションへの参加人数は、業務提案書の内容を熟知している 3 名までと

する。 

  ② 日時及び場所 

   プレゼンテーション参加要請書により通知する。 

  ③ 実施時間 

   1 参加事業者あたり「プレゼンテーション 15 分」「ヒアリング 10 分」として実施す 

る。また、準備・撤収に係る時間は含まない。 

  ④ 実施方法 

   自由形式とする。希望する参加事業者は、パワーポイント等を用いて行うことがで

きる。また、プロジェクター及びスクリーンについては、当市において準備をする。 

(4)評価基準 

   審査における評価項目と配点は以下のとおりとする。 

評価項目 評価の視点 配点 

運営に対する考え

方について 

①放課後児童クラブを運営するにあたっ 

ての基本方針             

②児童の健全育成についての考え方・取組 

みについて 

10 点 

放課後児童クラブ

運営業務の実績に

ついて 

①放課後児童クラブ運営業務の実績数 

②業務を受託する際の信頼性、確実性につ

いて 

25 点 

管理運営等につい

て 

①職員体制（配置数、支援員、補助員等） 

②勤務体制（通常期、長期休業日等の配置 

及び勤務体制） 

③職員の人材確保及び育成について（人材 

の育成方法、研修体制、バックアップ体 

制） 

④個人情報保護について 

⑤苦情解決及び苦情処理体制 

25 点 

事業内容について ①児童の発達に応じた事業内容や活動に 

ついて 

②配慮を要する児童への支援について 

③小学校や市との連携、協力について 

④保護者や児童の意見を反映していく体 

25 点 
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制について 

⑤地域との連携について 

安全対策及び危機

管理体制について 

①児童の健康管理に関する取組みについて 

②事故の防止や安全対策について 

③防災対策及び災害時の対応と体制につい

て 

④不審者等の緊急時に対応と体制について 

⑤施設の衛生管理について 

10 点 

見積書 ①仕様内容、提案内容との整合性 

（最安提案額÷提案額）×（配点） 
5 点 

  ※審査会の委員 1 名当たりの配点。 

 (5) 審査結果等の発表 

    審査結果等については、令和 6 年 1 月 24 日（水）に提案者へ通知するほか、事 

務局にて公表する。 

 (6) 審査会 

  ア 名  称 釜石市放課後児童健全育成事業（平田学童育成クラブ）業務委託 

プロポーザル審査委員会 

  イ 審査委員 5 人 

 

４．参加資格要件 

(1) 令和 5・6・7 年度釜石市物品購入等競争入札参加資格者名簿登録業者であること。 

 (2) 釜石市競争入札参加資格停止措置に関する要網による指名停止を受けていないこと。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しな 

い者であること。 

 (4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）等 

の適用を申請した者にあっては、同法の規定に基づき更正又は再生手続き開始決定 

がなされていること。 

 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 

2 号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

 (6) 「釜石市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書」の業務内容を確実に遂行できる安

定的かつ健全な財政能力を有していこと。 

 (7) 児童期の保育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の

保証体制、社員が欠けた場合の即時サポート体制が確立されていること。 

 (8) 放課後児童クラブの意義や特色を十分理解し、その円滑な実施に協力できること。 

 (9) 公告の日現在において、岩手県内に本社、支店、営業所のいずれかを有し、緊急時

において担当者は迅速な対応が可能なこと。 
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 (10) 岩手県内において、放課後児童クラブ運営実績があり、公告の日現在において継続

して運営していること。 

(11) 個人情報保護の取扱や運用の状況が適切であることの証として、プライバシーマー

クを取得しており、かつ 8 回以上更新していること。 

(12)  3年以内に自治体から指名停止の措置を受けていない者であること。 

   （基準日 令和 5年 12月 1日） 

 

５．手 続 等 

 (1) 参加申込 

   本プロポーザルに参加を申込する者は、別添「提出書類作成要領」に従い、「参加申 

込書（兼参加資格誓約書）」（様式第 1 号）を作成すること。 

  ア 提出場所 事務局 

  イ 期  間 令和 5 年 12 月 25 日（月）から令和 6 年 1 月 5 日（金）正午迄 

  ウ 提出方法 持参または郵送とする。郵送の場合は、期限までに到着したものに限 

る。（配達証明付郵便等、発送者が到着時刻を確認できるものに限る） 

ただし、本市は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わ 

ないものとする。 

  エ 結果通知 令和 6 年 1 月 10 日（水）までに参加資格結果について通知を郵送す 

る。 

 

 (2) 質疑応答 

   本プロポーザルの参加申込書及び提出書類等についての質問は、「質問書」（様式 2

号）により提出すること。 

  ア 提出場所 事務局 

  イ 期  間 令和 5 年 12 月 25 日（月）から令和 6 年 1 月 5 日（金）正午まで。 

  ウ 提出方法 電子メールにより提出することとし、必ず電話にて受信確認を行うこ 

ととする。ただし、本市は電子メールの送受信に起因するトラブルに 

ついては一切の責任を負わないものとする。 

  エ 回  答 令和 6 年 1 月 10 日（水）まで釜石市のホームページにより公表する。 

なお、質問事項の内容により回答できない場合がある。 

 (3) 提案書等 

   本プロポーザルの提案者は、別添「提出書類作成要領」に従い、提案書（様式第 3

号）及び見積書（様式第 4 号）を提出すること。 

  ア 提出場所 事務局 

  イ 期  間 令和 5 年 12 月 25 日（月）から令和 6 年 1 月 12 日（金）正午迄 

  ウ 提出方法 持参または郵送とする。郵送の場合は、期限までに到着したものに限 
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る。（配達証明付郵便等、発送者が到着時刻を確認できるものに限る） 

ただし、本市は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わ

ないものとする。 

  エ 提 案 数 1 事業者につき 1 提案とする。 

  オ 提出部数等 別添「提出書類作成要領」のとおり。 

 

６．業務契約者の決定、業務開始までの日程 

公告 令和 5 年 12 月 25 日 

質問書の受付 令和 5 年 12 月 25 日～令和 6 年 1 月 5 日正午迄 

質問書の回答 令和 6 年 1 月 10 日 

参加申込書の受付期間 令和 5 年 12 月 25 日～令和 6 年 1 月 5 日正午迄 

参加申込結果の通知 令和 6 年 1 月 10 日 

提案書の受付期間 令和 5 年 12 月 25 日～令和 6 年 1 月 12 日正午迄 

業務提案書プレゼンテーション 令和 6 年 1 月 19 日 

業務契約候補者の決定通知 令和 6 年 1 月 24 日 

業務契約候補者との協議・調整 令和 6 年 1 月下旬 

契約の締結（予定） 令和 6 年 1 月下旬 

運営開始 令和 6 年 4 月 1 日 

   ※日程については変更となる場合がある。 

 

７．運営業務委託 

 (1) 運営業務委託契約 

   「３．審査・選定」による業務契約候補者と随意契約（地方自治法施行令第 167 条 

の 2 第 1 項第 2 号）する。業務契約候補者との契約が成立しない場合は、時点以降 

の提案者と順次交渉を行う。 

 (2) 業務概要 

  ア 業 務 名 釜石放課後児童クラブ運営業務委託 

  イ 履行場所 平田学童育成クラブ 

         （詳細については業務委託仕様書のとおり） 

  ウ 業務内容 放課後児童クラブの運営業務等 

         （業務委託仕様書のとおり） 

  エ 履行期間 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 (3) 業務委託料にかかる消費税について 

   本業務は社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する第二 

種社会福祉事業であり、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 6 条第 1 項に規定す 

る消費税非課税事業に該当するため、業務委託料は非課税とする。 
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８．著作権及び提出図書等の取扱い 

 (1) 著作権 

   提出された提案書の著作権は、それぞれ提案者に帰属するものとする。 

 (2) 提案書等の取扱い 

   市は本プロポーザルに関する公表及びその他市が必要と認めるときに、提案書を無 

償で使用できるものとする。 

９．経費の負担 

 提案者が本プロポーザルに要したすべての経費は、提案者の負担とする。 

 

１０．留意事項 

 (1) 次のいずれかに該当したときは、失格となる場合がある。 

  ア 提出書類の提出方法及び提出期限を遵守しな場合。 

  イ 提出書類に虚偽の記載をした場合。 

  ウ この要領に定める手続き以外の手法により、審査委員又は事務局等関係者にプロ 

ポーザルに対する援助を直接、間接を問わず求めた場合。 

  エ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、本市の入札参加資格停止措置を受け 

た場合 

  オ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、会社更生法の適用を受けるなど、こ 

の業務の履行が困難と認められる状態に至った場合。 

  カ その他主催者または審査会が不適格と認める場合。 

 (2) 提案者は、参加申込書の提出をもって、この実施要領や関連仕様書その他この契約 

に関する事項すべてを承諾したものとみなす。 

 (3) 事務局が受理した提出書類の差し替え、修正、再提出は認めない。 

 

１１．その他 

 (1) 市は、８．(2)を除き、提出書類を無断で使用しないものとする。 

   ただし、本件に係る情報公開請求があった場合には、釜石市情報公開条例（昭和 63 

年条例第 22 号）に基づき提出書類を公開することがある。 

 (2) 市は、業務契約候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、提出書類の複製を 

作成することがある。 

 (3) 提出された書類は返却しない。 

 (4) 提出書類等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、 

日本の標準時間及び計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定める単位とする。 

 (5) 提案者は、本プロポーザルで知り得た情報等を、事務局の許可なく第三者へ提供し 

てはならない。   

 


